
　貫頭衣デザインコンテストの作品を募集します！
　弥生時代の史跡である池上曽根遺跡で 11 月に開催予定
の JA いずみの主催の農業まつりの中で、米づくりを始め
た弥生時代の人々が着ていたとされる「貫頭衣」（ポンチョ
のような衣服）のデザインコンテストを実施します。入
賞作品は、ファッションショーの形で発表し、賞品も用
意していますので、ぜひご応募ください。
募集テーマ　次の２つのテーマのいずれかを選んで応募

①大自然の恵み…野菜、果物、魚介類などの食べものを
イメージしたもの
②泉北のチカラ…活力のある泉北地域の歴史、未来をイ
メージしたもの
募集作品　テーマを選び、自由な発想でデザインし、作
成されたもの。なお素材は問いませんが、農業まつり当
日にスタッフが終日着用することを想定すること
募集対象　次の４つの対象ごとに募集します。
①小学生（原則として６年生）
②中・高校生
③デザインなど専攻学生
④一般
募集期間　７月１日貅～８月 31日貂
（ただし学生は９月の始業日まで）
応募方法　産業政策課備え付け、また
は市ホームページの「貫頭衣デザイン
コンテスト　応募要領」を参照
提出・問合　産業政策課（市役所１階
２番窓口）

貫頭衣の例。弥生時代のことが記され
た中国の歴史書に「布の中央に穴を開
けて、頭を出していた」とあります。

かん とう い

これが「貫頭衣」。
弥生時代の人が着てい
たとされています。
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こ
れ
ま
で
も
広
報
紙
で
お
知
ら
せ

し
て
い
る
と
お
り
、
12
月
１
日
か
ら

一
般
家
庭
ご
み
に
つ
い
て
は
、
市
が

指
定
す
る
「
指
定
袋
」
に
入
れ
て
排

出
す
る
方
法
に
変
わ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
以
前
、
衛
生
委
員
会
が

あ
っ
旋
販
売
し
て
い
た
乳
白
色
の
ご

み
袋
の
在
庫
を
た
く
さ
ん
お
持
ち
の

場
合
で
交
換
を
希
望
す
る
人
に
つ
い

て
は
、
次
の
と
お
り
新
し
い
指
定
袋

の
45
褄
袋
１
組
（
10
枚
入
）
と
交
換

し
ま
す
。
な
お
、
以
前
あ
っ
旋
販
売

し
て
い
た
ご
み
袋
は
、
こ
れ
か
ら
も

「
缶
・
び
ん
」「
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
」
な

ど
の
資
源
ご
み
の
日
に
お
使
い
い
た

だ
け
ま
す
。

交
換
条
件

衛
生
委
員
会
が
以
前
に

あ
っ
旋
販
売
し
て
い
た
ご
み
袋
（
50

枚
入
）
で
、
未
開
封
の
も
の
に
限
る

交
換
す
る
市
指
定
ご
み
袋

一
般
家

庭
ご
み
（
可
燃
ご
み
専
用
）
指
定
袋

45
褄
袋
１
組
（
10
枚
入
）

交
換
期
間

11
月
１
日
豺
か
ら
12
月

29
日
貉
ま
で

交
換
場
所

生
活
環
境
課

必
ず
、現
物
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

指
定
ご
み
袋
販
売
店
を
募
集

市
で
は
、
市
指
定
ご
み
袋
お
よ
び

粗
大
ご
み
処
理
券
を
取
り
扱
う
店
舗

を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

応
募
資
格

①
市
内
に
販
売
者
が
常

駐
す
る
常
設
の
販
売
店
が
あ
り
、

「
泉
大
津
市
指
定
ご
み
袋
」
と
「
粗

大
ご
み
処
理
券
」
の
両
方
の
販
売
を

誠
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と

②
販
売
店
に
お
い
て
、
市
が
配
布
す

る
「
お
試
し
袋
」
の
引
き
換
え
が
実

施
で
き
る
こ
と
③
市
税
な
ど
    未
納

の
税
が
な
い
こ
と

申
込
生
活
環
境
課
備
え
付
け
、
ま

た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
る
所
定
の
用
紙
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
７
月
12
日
豺
〜
30

日
貊
に
生
活
環
境
課
へ

取
扱
品
目

下
図
の
と
お
り

販
売
開
始
と
引
換
時
期

10
月
中
旬

ご
ろ
予
定

有
価
物
集
団
回
収
事
業登

録
団
体
募
集

市
で
は
、
資
源
と
な
る
紙
類
の
分

別
を
推
進
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
資

源
と
な
る
紙
類
を
リ
サ
イ
ク
ル
す
る

た
め
、
有
価
物
集
団
回
収
事
業
登
録

団
体
を
募
集
し
ま
す
。

な
お
有
価
物
集
団
回
収
実
施
団
体

に
は
、
資
源
回
収
量
に
応
じ
、
１
裴

当
た
り
５
円
の
助
成
金
と
20
ｔ
未
満

９
０
０
０
円
、
20
ｔ
以
上
１
万
５
０

０
０
円
の
参
加
金
を
助
成
し
ま
す
。

助
成
金
対
象
と
な
る
品
目
は
、
①

新
聞
、
②
雑
誌
、
③
段
ボ
ー
ル
、
④

紙
パ
ッ
ク
、
⑤
古
着
で
す
。
な
お
テ

ィ
ッ
シ
ュ
ペ
ー
パ
ー
や
お
菓
子
の
箱

な
ど
の
雑
紙
を
含
み
ま
す
。

希
望
す
る
団
体
は
、
生
活
環
境
課

ま
で
申
請
書
を
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

問
合

生
活
環
境
課
（
市
役
所
１
階

３
番
窓
口
）

衛
生
委
員
会
あ
っ
旋
の
ご
み
袋
を

衛
生
委
員
会
あ
っ
旋
の
ご
み
袋
を

指
定
袋
に
無
料
交
換

指
定
袋
に
無
料
交
換
し
ま
す
。

し
ま
す
。

そ
の
他
、
ご
み
に
関
す
る
注
目
情
報
を
！

そ
の
他
、
ご
み
に
関
す
る
注
目
情
報
を
！

衛
生
委
員
会
あ
っ
旋
の
ご
み
袋
を

指
定
袋
に
無
料
交
換
し
ま
す
。

そ
の
他
、
ご
み
に
関
す
る
注
目
情
報
を
！

対　　象

1 人世帯

2～3人世帯

4人世帯以上

内　容

市が市民に事前に送付して
いる「引換券」と世帯員数
に応じた指定袋との交換

引換する品目および枚数
指定袋 15ℓ（10枚入）
4セット（40枚分）
指定袋 30ℓ（10枚入）
4セット（40枚分）
指定袋 45ℓ（10枚入）
4セット（40枚分）

品　目
粗大ごみ収集券

販売金額
500 円

販売単位
1 枚

品　目

一般家庭ごみ指定袋

販売金額
450 円
300 円
150 円

種類および販売単位
45ℓ（10枚入）
30ℓ（10枚入）
15ℓ（10枚入）

1

3
2粗大ごみ

収集券

お試し袋

■ 指定ごみ袋販売店の取り扱い品目は以下の3種

一般
家庭ごみ
指定袋

3 広報いずみおおつ　平成22年7月号

蜷ごみ袋無料交換／貫頭衣デザインコンテスト／市立病院からのお知らせ／ネットワーク型災害協定を拡大締結

市立病院では、昨年「子どもと女性
にやさしい医療」を目標に「地域周産
期母子医療センター」での診療を開始
しました。同センターには、産婦人
科・小児科・新生児内科（NICU・
GCU）を設置し、それぞれ充実した
スタッフにより診療を行っています。
特に新生児内科は、妊娠30週・出生
体重1,300ｇからの早産の新生児に対
応できるよう、経験豊富な3人の常勤
医と26人の看護師で「子どもと女性
にやさしい医療」を実践しています。

近年、内視鏡治療の発展に伴い、より大きな消化管がんに
対する患者負担の少ない治療が可能となりました。その一方
で、内視鏡治療が可能か、外科手術を行うべきかを判断する
ためには、がんの広がりや深さなどに関する詳細かつ正確な
診断が必要となりました。

当院の消化器病センターでは、早期の消化管がん（胃がん、
食道がん、大腸がん）の内視鏡診断・治療を積極的に行って
います。そのため、従来の観察手段である通常光観察においても、よりクリア
なハイビジョン画質対応のスコープを多く用いています。さらに質の高い診断
を行うために、昨年6月から、80〜100倍の拡大観察が可能なスコープを上部・
下部ともに導入し、画像強調内視鏡の1つである狭帯域光観察が可能なシステム
を、全ブースに標準装備しました。この狭帯域光観察システムは、ワンタッチ
で従来の白色光にフィルターをかけて狭帯域光を当てることにより、粘膜表層
の毛細血管や表面構造を強調表示するシステムで、拡大観察と併用することで、

より精度の高い診断が可能となります。狭帯域光観
察併用拡大観察は、その有用性が厚生労働省に認め
られ、今年4月の診療報酬改訂に伴って、200点の加
算で保険収載されました。

しかしながら、いくらいいシステムを取り入れて
も、それを生かせるだけの診断能力がなければ役に
立ちません。わたしたちはいち早くこのシステムを
取り入れただけではなく、システムを生かすために、
学会や研究会への積極的な参加・発表を行っており、
日々診断精度を上げられるよう努力しております。

地域周産期母子医療センター

早期発見、早期治療のために
高性能内視鏡を導入！

※診療予約は　蕁32・5489まで
ごよやく

妊娠30週から対応

消化器内科

大
規
模
災
害
に
備
え…
新
た
に
３
市
が
加
わ
り
ま
し
た

市
で
は
６
月
７
日
に
、
中
部
か
ら

九
州
ま
で
の
11
府
県
の
11
市
１
町
自

治
体
と
、
災
害
時
の
応
急
対
策
や
復

旧
措
置
な
ど
で
広
域
連
携
を
図
る
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
型
災
害
協
定
を
締
結
し

ま
し
た
。

こ
の
協
定
は
、
昨
年
１
月
13
日
に

９
自
治
体
（
泉
大
津
市
、
滋
賀
県
野

洲
市
、
京
都
府
八
幡
市
、
兵
庫
県
高

砂
市
、
奈
良
県
大
和
郡
山
市
、
和
歌

山
県
橋
本
市
、
高
知
県
香
南
市
、
福

岡
県
行
橋
市
、
福
岡
県
苅
田
町
）
で

締
結
し
た
も
の
で
す
が
、
そ
の
協
定

に
今
回
新
た
に
岐
阜
県
可
児
市
、
愛

知
県
刈
谷
市
、
岡
山
県
玉
野
市
の
３

自
治
体
が
加
わ
り
ま
し
た
。

こ
の
協
定
に
よ
り
、
12
自
治
体
の

い
ず
れ
か
で
地
震
な
ど
の
大
規
模
災

害
が
発
生
し
、
被
災
自
治
体
独
自
で

は
十
分
な
応
急
対
策
な
ど
が
実
施
で

き
な
い
場
合
、
備
蓄
物
資
や
資
機
材

を
、
同
時
被
災
の
可
能
性
の
低
い
遠

隔
地
の
自
治
体
と
の
間
で
、
相
互
に

活
用
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
ほ

か
、
災
害
発
生
の
初
動
期
か
ら
複
数

の
自
治
体
職
員
の
応
援
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
過
去
の
災
害
の
際
、
被
災

自
治
体
で
は
、
全
国
か
ら
送
ら
れ
て

く
る
救
援
物
資
の
対
応
に
追
わ
れ
る

な
ど
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
支
援
内
容
を
調
整
す
る
自
治

体
（
応
援
と
り
ま
と
め
自
治
体
）
を

決
定
し
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
内
で
物
資

や
人
員
の
調
達
だ
け
で
な
く
配
置
・

配
分
ま
で
応
援
を
受
け
る
こ
と
が
可

能
に
な
り
、
被
災
自
治
体
で
は
、
被

災
市
民
の
救
助
活
動
や
、
復
興
活
動

に
注
力
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

問
合

危
機
管
理
課（
市
役
所
４
階
）

調印式で、各自治体の代表が協力を誓い合いました

医師・福永周生

拡大内視鏡
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成
22
年
度
国
民
健
康
保
険

料
率
と
基
礎
賦
課
限
度
額

が
左
図
の
と
お
り
決
定
し

ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

こ
の
保
険
料
率
に
基
づ
き
、
７
月

に
本
算
定
を
行
い
、
今
年
度
の
各
世

帯
の
年
間
保
険
料
を
確
定
し
ま
す
。

年
間
保
険
料
は
７
月
中
旬
ご
ろ
に
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
事
業
は
、
皆
さ
ん

の
保
険
料
と
国
や
府
の
補
助
負
担
金

な
ど
を
合
わ
せ
て
医
療
費
に
充
て
る

相
互
扶
助
を
目
的
と
し
た
医
療
保
障

制
度
で
す
の
で
、
毎
月
分
の
保
険
料

を
必
ず
納
期
限
ま
で
に
納
め
て
く
だ

さ
い
。
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

年
間
医
療
分
保
険
料
と
年
間
後
期

支
援
分
保
険
料
と
年
間
介
護
分
保
険

料
の
合
計
額
が
年
間
国
民
健
康
保
険

料
と
な
り
ま
す
。

な
お
図
中
の「
基
準
総
所
得
金
額
」

は
、
前
年
中
の
所
得
に
基
づ
き
、
次

の
よ
う
に
計
算
し
ま
す
。

給
与
所
得
者
の
場
合
…
給
与
所
得
控

除
後
の
金
額
か
ら
33
万
円
（
基
礎
控

除
）
を
引
い
た
金
額

年
金
所
得
者
の
場
合
…
年
金
所
得
金

額
か
ら
33
万
円
（
基
礎
控
除
）
を
引

い
た
金
額

事
業
所
得
者
の
場
合
…
所
得
金
額
か

ら
33
万
円
（
基
礎
控
除
）
を
引
い
た

金
額な

お
、
一
人
に
つ
き
複
数
の
所
得

が
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
合
算

額
か
ら
33
万
円
を
基
礎
控
除
し
た
金

額
と
な
り
ま
す
。

■
介
護
分
保
険
料
に
つ
い
て

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

人
で
介
護
第
２
号
被
保
険
者
と
な
る

40
歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
人
は
、
医
療

分
保
険
料
・
後
期
支
援
分
保
険
料
と

介
護
分
保
険
料
の
合
計
額
を
国
民
健

康
保
険
料
と
し
て
納
付
し
ま
す
。

介
護
第
１
号
被
保
険
者
と
な
る
65

歳
以
上
の
人
は
、
医
療
分
保
険
料
・

後
期
支
援
分
保
険
料
と
介
護
保
険
料

は
別
々
に
納
め
ま
す
。
介
護
保
険
料

に
つ
き
ま
し
て
は
、
高
齢
介
護
課
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
年
度
の
途
中
で
65
歳
に
な

る
人
の
国
民
健
康
保
険
料
は
、
65
歳

に
な
る
月
の
前
月
（
誕
生
日
が
１
日

の
人
は
そ
の
前
々
月
）
ま
で
の
介
護

分
の
額
を
計
算
し
、
医
療
分
・
後
期

支
援
分
と
あ
わ
せ
た
額
を
１
年
間
の

国
民
健
康
保
険
料
と
し
て
翌
年
の
３

月
ま
で
の
期
間
に
振
り
分
け
て
納
め

て
い
た
だ
き
ま
す
。

■
保
険
料
の
減
免

失
業
や
災
害
な
ど
、
や
む
を
得
な

い
事
情
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
困

難
に
な
っ
た
場
合
な
ど
に
は
、
保
険

料
の
一
部
を
減
免
す
る
制
度
が
あ
り

ま
す
。

■
離
職
者
の
保
険
料
の
軽
減

今
年
度
か
ら
、
倒
産
・
解
雇
・
雇

い
止
め
な
ど
に
よ
り
平
成
21
年
３
月

31
日
以
降
に
離
職
し
た
人
の
国
民
健

康
保
険
料
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

対
象
と
な
る
の
は
、
離
職
の
翌
日

か
ら
翌
年
度
末
ま
で
の
期
間
に
お
い

て
、
次
の
①
・
②
と
し
て
失
業
等
給

付
を
受
け
る
人
で
す
。

①
雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格
者

（
例：

倒
産
・
解
雇
な
ど
に
よ
る

離
職
　
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

離
職
理
由
コ
ー
ド
11
・
12
・
21
・

22
・
31
・
32
）

②
雇
用
保
険
の
特
定
理
由
離
職
者

（
例：

雇
い
止
め
な
ど
に
よ
る
離

職
　
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
離

職
理
由
コ
ー
ド
23
・
33
・
34
）

軽
減
額
は
？

国
民
健
康
保
険
料
は
、
前
年
の
所

得
な
ど
に
よ
り
算
定
さ
れ
ま
す
。

軽
減
は
、
前
年
の
給
与
所
得
を
そ

の
１
０
０
分
の
30
と
み
な
し
て
行
い

ま
す
。
な
お
具
体
的
な
軽
減
額
や
軽

減
期
間
な
ど
は
、
保
険
年
金
課
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

保
険
料
の
納
付
は

口
座
振
替
が
便
利
で
す

う
っ
か
り
保
険
料
を
納
め
忘
れ
な

い
た
め
に
、
簡
単
で
便
利
な
口
座
振

替
を
お
す
す
め
し
ま
す
。
市
指
定
の

金
融
機
関
、
郵
便
局
ま
た
は
市
役
所

保
険
年
金
課
で
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

問
合

保
険
年
金
課
保
険
料
係
（
市

役
所
１
階
５
番
窓
口
）

【医療分保険料】 
①所得割額　世帯の平成 21年中の基準総所得金額（注 1）の 9.1％
②均等割額　世帯の被保険者 1人あたり 27,790 円
③平等割額　1世帯あたり 24,910 円
①～③の合計額が世帯の年間医療分保険料 

【後期支援分保険料】 
①所得割額　世帯の平成 21年中の基準総所得金額（注 1）の 2.5％
②均等割額　世帯の被保険者 1人あたり 7,940 円
③平等割額　1世帯あたり 6,500 円

①～③の合計額が世帯の年間後期支援分保険料 

【介護分保険料】40～ 64歳の人（介護第 2号被保険者）
①所得割額　介護第2号被保険者の平成21年中基準総所得金額（注1）の2.5％
②均等割額　介護第 2号被保険者 1人あたり 8,540 円
③平等割額　介護第 2号被保険者がいる 1世帯あたり 4,660 円

①～③の合計額が世帯の年間介護分保険料です。 

■基礎賦課限度額 

■平成 22年度の国民健康保険料率 

■保険料の支払い方法 
保険料内訳 
医療分 

後期支援分 
介護分 

最高限度額 
47 万円 
12 万円 
10 万円 

本算定 
保険料 
確定した 
年間保険料 

仮算定
保険料
4 ～ 6月
の保険料

7 ～来年 3月
に納めて
いただく
保険料

－ ＝ 

保
険
料
率
と
基
礎
賦
課
限
度
額
が

確
定
し
ま
し
た
。

平
成
22
年
度
の
国
民
健
康
保
険
・
保
険
料
率
な
ど
が
確
定
し
ま
し
た
。
被
保

険
者
の
皆
さ
ん
の
個
別
の
年
間
保
険
料
は
７
月
中
ご
ろ
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

ふ

か

国
民
健

険

康
保

平
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蜷国保・保険料率確定／国保・高齢者受給証／障害基礎年金の現況届

20
歳
よ
り
以
前
の
障
が
い
に
よ
る

障
害
基
礎
年
金
、
ま
た
は
旧
障
害
福

祉
年
金
か
ら
切
り
替
わ
っ
た
障
害
基

礎
年
金
を
受
け
て
い
る
人
は
、
７
月

30
日
貊
ま
で
に
現
況
届
を
保
険
年
金

課
国
民
年
金
係
へ
ご
提
出
く
だ
さ

い
。

免
除
制
度
に
つ
い
て

失
業
や
経
済
的
な
理
由
に
よ
り
、

国
民
年
金
の
納
付
が
困
難
な
場
合

は
、
保
険
料
の
免
除
申
請
を
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

免
除
が
承
認
さ
れ
た
場
合
の
、
一

部
納
付
額
と
老
齢
基
礎
年
金
額
へ
の

反
映
は
左
表
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

一
部
納
付
（
免
除
）
制
度
に
つ
い
て

は
、
一
部
納
付
額
を
納
め
な
け
れ
ば

免
除
が
無
効
と
な
り
、
老
齢
基
礎
年

金
額
に
は
反
映
し
ま
せ
ん
。
こ
の
一

部
納
付
額
の
納
付
に
つ
い
て
は
、
免

除
承
認
後
送
付
さ
れ
る
、
各
免
除
に

応
じ
た
納
付
金
額
が
表
記
さ
れ
た
納

付
書
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
の
一
部
納
付
を

口
座
振
込
し
て
い
る
人
は
ご
注
意

平
成
21
年
度
免
除
承
認
期
間
が
今

年
６
月
で
満
了
す
る
関
係
上
、
一
部

免
除
さ
れ
て
い
る
人
で
、
残
り
の
国

民
年
金
保
険
料
を
口
座
振
替
で
納
付

し
て
い
る
人
の
７
月
分
保
険
料
は
、

定
額
（
１
万
５
１
０
０
円
）
で
口
座

振
替
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
一
度
定
額
で
納
付
さ
れ
る
と
、

そ
の
月
分
は
免
除
申
請
の
対
象
と
な

り
ま
せ
ん
の
で
、
７
月
分
以
後
も
免

除
を
希
望
す
る
人
は
、
７
月
末
ま
で

に
、
年
金
事
務
所
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

問
合

保
険
年
金
課
国
民
年
金
係

（
市
役
所
１
階
５
番
窓
口
）、
日
本
年

金
機
構
堺
西
年
金
事
務
所
（
蕁
０
７

２
・
２
４
３
・
７
９
０
０
）

免除の種類 

全額免除 

4 分の 3免除 
（4分の 1納付） 

半額免除 
（半額納付） 

4 分の 1免除 
（4分の 3納付） 

1 か月の
一部納付額

（平成 22年度）

0円

3,780 円

7,550 円

11,330 円

年金額へ
の反映

2分の 1

8分の 5

4分の 3

8分の 7

■免除承認後の納付額と年金への反映 

民健康保険の加入者が70歳になった翌月（１日
が誕生日の人はその月）から高齢受給者証の対象
者となります（長寿医療制度の該当者はのぞく）。

70歳になった人には、誕生月の月末に高齢受給者証を
送付させていただきます。

現在、高齢受給者証をお持ちの人には7月末に新しい高
齢受給者証を送付しますので、8月からは新しい高齢受給
者証を保険証とともに医療機関に提示してください。
■食事代の減額について

低所得Ⅰ・Ⅱ（下図で説明）の人は、入院時の食事代
を減額できますので、国民健康保険証・印鑑をお持ちの
うえ、8月以降に「限度額適用・標準負担額減額認定証」
の申請をしてください。

自己負担割合は所得などによって異なります。

※下表注1 同一世帯に長寿医療制度（後期高齢者医療制
度）に移行する人がいて、現役並み所得者となった国保
被保険者が1人の場合、住民税課税所得が145万円以上か
つ収入が383万円以上で、長寿医療制度(後期高齢者医療
制度)に移行した人も含めた収入合計が520万円未満であ
る人は、申請により一般区分と同様になります。
※下表注2 平成20年4月1日より、一部の高齢受給者の
方の自己負担割合が2割に変わっていますが、平成23年3
月31日までは1割に凍結されています。
※所得に応じて自己負担割合などが決まりますので、忘
れずに所得の申告をしてください。（所得の申告がなされ
ていないと、全て「現役並み所得者」と判定されます。）
問合 保険年金課（市役所1階5番窓口）

同一世帯に住民税課税所得が 145万円以上となる 70歳以上の国保被保険
者がいる人。ただし、70歳以上の国保被保険者の収入の合計が、2人以上
の場合で 520万円未満、1人の場合は 383万円未満であると申請した場合
は「一般」区分と同様になります。(※注 1）

同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の人 (低所得Ⅰ以外の人 )

同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税でその世帯の各所得が必
要経費・控除 (年金の所得は控除額を 80万円として計算 )を差し引いたと
きに 0となる人　年収例　単身世帯 (年金収入のみ )80 万円以下

 所得区分 負担割合の判定基準 負担割合 

3 割

2割
(H23.3.31 まで
は 1割 )
(※注 2）

現役並み所得者 

 

 

低所得Ⅱ 

 

低所得Ⅰ 

一般 ( 現役並み所得者、低所得Ⅰ・Ⅱに該当しない人 ) 

70歳になると
高齢者受給証が交付されます。

国

国民健 険康保

障
害
基
礎
年
金
の
現
況
届

の
提
出
月
で
す

の
提
出
月
で
す

障
害
基
礎
年
金
の
現
況
届

の
提
出
月
で
す

7 月は…

所
得
区
分
に
応
じ
た

自
己
負
担
割
合
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８
月
か
ら
、
下
図
の
と
お
り
「
後

期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
」
の
色

が
「
桃
色
」
か
ら
「
水
色
」
に
変
わ

り
ま
す
。
新
し
い
被
保
険
者
証
は
、

７
月
下
旬
ま
で
に
送
付
し
ま
す
。
有

効
期
限
は
平
成
23
年
７
月
31
日
ま
で

の
１
年
間
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
現
在
お
持
ち
の
被
保
険
者

証
の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
ま
で
と

な
っ
て
お
り
、
そ
れ
以
後
は
使
用
で

き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

な
お
、
水
色
の
新
し
い
被
保
険
者
証

は
、
ご
自
宅
に
届
い
た
と
き
か
ら
ご

使
用
い
た
だ
け
ま
す
。
有
効
期
限
の

過
ぎ
た
被
保
険
者
証
は
、
高
齢
介
護

課
窓
口
に
返
却
す
る
か
、
ま
た
は
破

棄
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
被
保
険
者
証
の
送
付
の
際

に
下
の
「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
希

望
カ
ー
ド
」
を
同
封
し
て
い
ま
す
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
希
望
す
る

場
合
は
、
そ
の
カ
ー
ド
を
医
師
・
薬

剤
師
に
ご
提
示
く
だ
さ
い
。

●
　
　
●
　
　
●

今
年
度
の
保
険
料
が
決
定
し
ま
し
た

保
険
料
額
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

今
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
の
決
定
（
本
算
定
）
に
伴
い
、
被

保
険
者
の
皆
さ
ん
に
保
険
料
額
決
定

通
知
書
お
よ
び
納
入
通
知
書
を
送
付

し
ま
す
の
で
、
内
容
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

保
険
料
の
納
入
方
法
は
、
年
金
か

ら
直
接
納
め
て
い
た
だ
く
「
特
別
徴

収
」
と
、
口
座
振
替
や
市
役
所
か
ら

お
送
り
す
る
納
付
書
な
ど
で
納
め
て

い
た
だ
く
「
普
通
徴
収
」
の
２
通
り

に
分
か
れ
ま
す
。
ま
た
、
年
度
途
中

に
被
保
険
者
と
な
っ
た
人
は
、
資
格

を
取
得
し
た
月
か
ら
月
割
で
保
険
料

を
お
納
め
い
た
だ
き
ま
す
。

①
特
別
徴
収
の
人
…
原
則
、
年
額
18

万
円
以
上
の
年
金
受
給
者
は
、
毎

年
度
４
月
か
ら
年
６
回
の
年
金
支

給
の
際
、
保
険
料
を
年
金
か
ら
天

引
き
で
お
支
払
い
い
た
だ
き
ま
す

②
普
通
徴
収
の
人
…
特
別
徴
収
の
対

象
と
な
ら
な
い
人
は
、
市
が
定
め

る
納
期
（
毎
年
７
月
か
ら
翌
年
３

月
ま
で
の
９
期
）
に
口
座
振
替
や

納
付
書
（
納
入
通
知
書
）
な
ど
で

保
険
料
を
納
付
い
た
だ
き
ま
す

な
お
「
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の

お
支
払
い
）」
を
口
座
振
替
に
変
更

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
希
望
す
る

人
は
、
手
続
き
が
必
要
で
す
の
で
、

高
齢
介
護
課
窓
口
で
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

●
　
　
●
　
　
●

保
険
料
の
軽
減

今
年
度
は
、
昨
年
度
と
同
様
に
保

険
料
軽
減
措
置
を
行
い
ま
す
。「
保

険
料
額
決
定
通
知
書
」
に
軽
減
額
な

ど
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

①
均
等
割
額
の
軽
減
は
下
の
表
１
の

と
お
り

②
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す

る
日
の
前
日
に
お
い
て
、
会
社
の

健
康
保
険
や
共
済
組
合
、
船
員
保

険
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
人
は
、

所
得
割
額
は
課
さ
れ
ず
、
均
等
割

額
が
９
割
軽
減

③
所
得
割
額
の
賦
課

ふ
か

対
象
者
の
う

①　下欄②に属する被保険者であり、かつ、当該世帯の被
保険者全員が年金収入 80万円以下（その他各種所得が
０円）であるとき 

 
②　世帯（同一世帯内の被保険者と世帯主）の総所得金額
等が、基礎控除額（33万円）を超えないとき 

 
③　世帯（同一世帯内の被保険者と世帯主）の総所得金額
等が【基礎控除額（33万円）＋24.5 万円×被保険者の
数（被保険者である世帯主を除く）】を超えないとき 

 
④　世帯（同一世帯内の被保険者と世帯主）の総所得金額
等が【基礎控除額（33万円）＋35万円×被保険者の数】
を超えないとき 

所得の判定区分 軽減
割合

軽減後の被保 
険者均等割額 
（年額） 

4,903 円 

7,355 円 

24,518 円 

39,228 円 

9 割

8.5 割

5割

2割

■均等割額の軽減表（表 1） 
新被保険者証

ジェネリック医薬品希望カード ■自己負担割合図（図 1） 
●同一世帯内の被保険者全員が住民税の課税所得（各
種控除後の所得）が 145万円未満の場合 

●同一世帯内に住民税の課税所得（各種控除後の所得）
が 145万円以上の被保険者がいる場合 
※この世帯に属する被保険者は、個人の所得が課税標
準額 145万円未満であっても３割に判定されます。 

１割負担 
（一般） 

３割負担 
( 現役並み所得者 ) 

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の

詳
し
い
説
明
は
、
28
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

後期高齢者医療被保険者証が
変わります。

後期高齢者医療被保険者証が
変わります。

桃色から水色へ…

後期高齢者医療制度
についてのお知らせです

新しい

被保険者
証は

7月下旬ま
でに

郵送で

届くのね
。
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蜷後期高齢者医療制度

ち
、
所
得
割
額
算
定
に
か
か
る

「
賦
課

ふ
　
か

の
も
と
と
な
る
所
得
金
額
」

が
58
万
円
以
下
、
ま
た
は
収
入
の

あ
っ
た
年
の
12
月
31
日
時
点
で
65

歳
以
上
の
人
で
年
金
収
入
の
み
の

場
合
は
、
そ
の
収
入
が
２
１
１
万

円
以
下
で
あ
れ
ば
、
所
得
割
額
が

５
割
軽
減●

　
　
●
　
　
●

自
己
負
担
の
割
合
は

所
得
に
応
じ
判
定

自
己
負
担
割
合
は
、
毎
年
８
月
１

日
現
在
で
当
該
年
度
（
４
月
か
ら
７

月
ま
で
は
前
年
度
）
の
「
地
方
税
法

上
の
各
種
所
得
控
除
後
の
所
得
（
課

税
標
準
額
）」
に
よ
り
定
期
判
定
を

行
い
ま
す
。

医
療
機
関
で
の
自
己
負
担
割
合

は
、
前
ペ
ー
ジ
下
の
図
１
の
と
お
り

「
一
般
は
１
割
」、「
現
役
並
み
所
得

者
は
３
割
」
と
な
り
ま
す
。

現
役
並
み
所
得
者
の
判
定
は
、

「
地
方
税
法
上
の
各
種
所
得
控
除
後

の
所
得
（
課
税
標
準
額
）」
が
１
４

５
     万
円
以
上
あ
る
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
の
被
保
険
者
、
お
よ
び
こ
の
人

と
同
じ
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者

は
、
す
べ
て
現
役
並
み
所
得
者
と
し

て
３
割
負
担
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
被
保
険
者
証
の
有
効
期
限

内
で
あ
っ
て
も
、
世
帯
構
成
の
変
更

や
所
得
更
正
な
ど
に
よ
り
、
自
己
負

担
割
合
が
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
場
合
の
判
定
で
は
、
４

月
か
ら
７
月
ま
で
は
前
年
度
、
８
月

か
ら
翌
年
３
月
ま
で
は
当
該
年
度
の

所
得
（
課
税
標
準
額
）
を
用
い
ま
す
。

た
だ
し
、
現
役
並
み
所
得
者
と
し

て
３
割
負
担
と
判
定
さ
れ
た
場
合
で

も
、
次
の
①
〜
③
の
要
件
に
該
当
す

る
と
き
は
、
高
齢
介
護
課
窓
口
に
申

請
す
る
こ
と
で
、
１
割
負
担
に
変
更

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
同
一
世
帯
に
被
保
険
者
が
１
人
の

み
の
場
合
…
被
保
険
者
本
人
の
収

入
額
が
３
８
３
万
円
未
満
の
と
き

②
同
一
世
帯
に
被
保
険
者
が
複
数
い

る
場
合
…
被
保
険
者
の
収
入
の
合

計
額
が
５
２
０
万
円
未
満
の
と
き

③
同
一
世
帯
に
被
保
険
者
が
１
人
の

み
で
、
か
つ
、
同
一
世
帯
に
70
歳

以
上
75
歳
未
満
の
人
が
い
る
場
合

…
被
保
険
者
本
人
の
収
入
額
が
３

８
３
万
円
以
上
の
場
合
で
、
被
保

険
者
本
人
お
よ
び
70
歳
以
上
75
歳

未
満
の
人
の
収
入
の
合
計
額
が
５

２
０
万
円
未
満
の
と
き

申
請
が
認
め
ら
れ
る
と
原
則
申
請

日
の
翌
月
初
日
か
ら
有
効
な
１
割
負

担
の
被
保
険
者
証
が
、
後
日
交
付
さ

れ
ま
す
。●

　
　
●
　
　
●

入
院
医
療
費
な
ど
が
軽
減
さ
れ
る

額
減
額
認
定
証
の
更
新
は

手
続
き
が
必
要
で
す

後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
（
減
額
認

定
証
）
は
、
医
療
機
関
に
入
院
し
た

際
に
窓
口
で
提
示
す
る
と
、医
療
費
、

食
事
代
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
も
の

で
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
（
低
所
得

蠢
、
蠡
）
に
属
す
る
被
保
険
者
が
対

象
と
な
り
ま
す
。

現
在
、
交
付
さ
れ
て
い
る
減
額
認

定
証
の
有
効
期
間
は
７
月
31
日
ま
で

と
な
っ
て
お
り
、
引
き
続
き
８
月
１

日
か
ら
有
効
と
な
る
減
額
認
定
証
の

交
付
を
受
け
る
た
め
に
は
、
７
月
中

に
高
齢
介
護
課
窓
口
で
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

こ
れ
ま
で
交
付
を
受
け
て
い
な
か

っ
た
人
で
も
、
対
象
と
な
り
交
付
を

希
望
す
る
場
合
は
、
随
時
、
高
齢
介

護
課
窓
口
で
申
請
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

問
合

制
度
全
般
に
関
し
て
…
府
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
資
格
管
理

課
（
蕁
06
・
４
７
９
０
・
２
０
２

８
）
・
給
付
課
（
蕁
06
・
４
７
９

０
・
２
０
３
１
）
・
総
務
企
画
課

（
蕁
06
・
４
７
９
０
・
２
０
２
９
）、

そ
の
他
届
け
出
に
つ
い
て
…
高
齢
介

護
課
（
市
役
所
１
階
８
番
窓
口
）

■入院時の食事代 

■療養病床に入院したとき 

■自己負担限度額とその判定基準 

課
税
世
帯 

非
課
税
世
帯 

課税 
状況 課

税
世
帯

課
税

  

世
帯

非
課
税
世
帯

非
課
税
世
帯

課税 
状況 

課税 
状況 

現役並み 
所得者 
 

一般 
 

低所得Ⅱ 

低所得Ⅰ 

3 割 

1 割 

同一世帯に住民税の課税所得
（各種控除後の所得）が 145万
円以上の被保険者がいる場合

同一世帯の被保険者全員の住民
税の課税所得（各種控除後の所
得）が 145万円未満
住民税非課税世帯に属する被保
険者
・住民税非課税世帯のすべての
世帯員の各所得が０円となる
人。ただし、公的年金等控除額
は 80万円として計算。
・住民税非課税世帯に属する老
齢福祉年金を受給している被保
険者

44,400 円

12,000 円

8,000 円

80,100 円 
＋1%　  

（44,400 円） 
 

44,400 円 

24,600 円 

15,000 円 

（注 1）医療費が 267,000 円を超えた場合は、その超えた分の１％が加算されます。
（注 2）（　）内の金額は年４回以上該当した場合の 4回目以降の額。
※入院時の食事代や差額ベッド代など保険診療外の費用は含みません。
※月の途中で 75歳となられた人の場合、その誕生月については、誕生日前に加入し
ていた医療保険制度と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額が、そ
れぞれ通常月の 2分の 1（半額）になります。

現役並み 
所得者 
 
一般 
 

低所得Ⅱ 
 

低所得Ⅰ 

現役並み所得者

一般

低所得Ⅱ

低所得Ⅰ

老齢福祉年金受給者

210円 

160 円 
（※） 

負担区分 

負担区分 

食費
（１食当たり）

居住費
（１日当たり）

過去１年以内の入院日数が
90日以内の入院の場合 
 過去１年以内の入院日数が
90日を超える入院の場合 

標準負担額（１食当たり） 

260 円 

100 円 
※適用を受けるためには高齢介護課での手続きが必要。 

食費と居住費の一部を自己負担します。ただし、入
院医療の必要性が高い人は上記の「入院時の食事代」
のみ負担します。

※管理栄養士又は栄養士により栄養管理が行われているな
どの場合。それ以外の場合は 420円 

負担 
区分 

負担 
割合 外来 

（個人単位） 
外来＋入院 
（世帯単位） 

判定基準 
自己負担限度額（月額） 

460 円※

210 円 

130 円

100 円

320 円

0円

（注２） 

（注 1） 


